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商
法
に
お
け
る
立
法
者
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意
思
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藤

修

第第第第
四三二一
節節節節

は
じ
め
に

商
法
に
お
け
る
立
法
者
と
そ
の
意
思
の
探
究

商
法
に
お
け
る
立
法
者
意
思
探
究
の
問
題
点

ま
と
め

商法における立法者の意思

第
一
節
は
じ
め
に

　
法
を
解
釈
し
、
適
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
意
識
的
に
し
ろ
、
あ
る
い
は
、
無
意
識
的
に
し
ろ
、
何
ら
か
の
方
法
論
が
採
用
さ
れ
、

結
論
に
達
し
て
い
る
。
そ
の
法
解
釈
方
法
論
と
し
て
は
、
大
別
す
る
と
、
二
つ
の
傾
向
に
分
類
さ
れ
る
。
一
つ
は
「
法
意
思
説
」
で

あ
り
、
他
方
は
「
立
法
者
意
思
説
」
で
あ
る
。

　
「
法
意
思
説
」
に
よ
れ
ば
、
法
は
、
言
語
的
表
現
の
も
と
に
客
観
的
に
存
在
す
る
に
至
る
も
の
で
あ
り
、
客
観
的
に
存
在
す
る
に
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至
っ
た
国
家
意
思
と
し
て
の
法
を
解
釈
す
る
に
際
し
て
は
、
言
語
法
則
の
許
容
す
る
範
囲
で
、
世
の
中
の
新
傾
向
・
新
思
想
を
斜

酌
・
加
味
し
つ
つ
、
論
理
を
展
開
し
、
法
を
認
識
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
法
の
目
的
と
い
う
も
の
も
、
法
の
言
語

的
表
現
を
矛
盾
し
な
い
限
り
、
法
の
外
に
求
め
て
も
良
い
こ
と
と
な
る
。
更
に
、
こ
の
立
場
で
は
、
法
の
言
語
的
表
現
に
は
、
一
定

の
幅
が
あ
る
た
め
、
そ
の
幅
の
範
囲
で
は
、
複
数
の
法
解
釈
が
成
立
し
得
る
こ
と
に
な
る
。
数
あ
る
法
解
釈
の
中
で
、
通
説
、
最
上

位
裁
判
所
の
判
断
、
強
力
な
行
政
権
限
を
有
す
る
官
庁
の
見
解
が
、
最
終
的
に
は
、
世
の
中
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ

の
「
法
意
思
説
」
は
、
法
の
意
思
と
い
う
思
考
の
中
で
成
立
し
た
存
在
と
し
て
の
客
観
的
な
も
の
に
本
質
を
見
出
し
て
い
る
。
こ
の

意
味
に
お
い
て
、
こ
の
説
は
「
客
観
説
」
と
称
し
て
よ
い
。

　
「
立
法
者
意
思
説
」
に
よ
れ
ば
、
法
は
、
立
法
者
の
意
思
が
結
実
し
た
も
の
で
あ
り
、
法
に
は
、
立
法
者
の
意
思
が
言
語
的
表
現

に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
法
の
解
釈
と
は
、
こ
の
立
法
者
の
意
思
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、

法
の
目
的
と
い
う
も
の
は
、
立
法
者
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
、
法
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
、
法
の
中
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
と

な
る
。
立
法
者
の
意
思
の
及
ば
な
い
、
そ
の
想
像
を
絶
す
る
よ
う
な
新
事
態
に
つ
い
て
は
、
立
法
者
の
意
思
の
拡
張
解
釈
や
類
推
解

釈
で
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
。
世
の
中
の
新
傾
向
や
新
思
想
が
、
法
の
外
か
ら
法
の
中
へ
と
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
。
更
に
、

こ
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
法
に
関
す
る
立
法
者
の
意
思
は
一
つ
し
か
な
い
の
で
、
本
来
的
に
あ
る
べ
き
法
の
解
釈
は
、
複
数
で
は
な
く

単
数
、
つ
ま
り
、
一
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
世
の
中
に
存
在
す
る
数
あ
る
法
解
釈
、
す
な
わ
ち
、
多
数
説
、
支
配
説
、
少
数
説
、

異
説
、
裁
判
所
の
判
断
、
あ
る
い
は
、
行
政
官
庁
の
法
的
見
解
は
、
本
来
的
に
あ
る
べ
き
一
つ
の
法
解
釈
へ
の
数
あ
る
仮
説
の
一
つ

と
も
評
価
さ
れ
る
。
こ
の
「
立
法
者
意
思
説
」
は
、
立
法
者
の
意
思
と
い
う
現
実
に
成
立
し
た
主
観
的
な
も
の
に
本
質
を
見
出
し
て

い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
説
は
、
「
主
観
説
」
と
称
し
て
よ
い
。

　
現
在
の
法
治
国
家
に
お
い
て
は
、
近
代
の
法
解
釈
学
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
立
法
技
術
も
大
い
に
向
上
し
て
い
る
た
め
、
そ

2
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の
条
文
内
容
は
明
確
を
極
め
で
、
法
解
釈
な
る
も
の
を
持
ち
出
さ
な
く
て
も
、
条
文
さ
え
素
直
に
読
解
す
れ
ば
、
そ
の
規
範
的
意
味

を
容
易
に
理
解
で
き
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
更
に
、
現
在
の
法
治
国
家
に
お
い
て
は
、
万
人
が
認
め
、
受
け
入
れ
る
法
理
念
と
し
て
、

自
由
、
平
等
、
民
主
制
、
個
人
の
尊
厳
、
信
義
誠
実
、
権
利
濫
用
禁
止
、
公
共
の
福
祉
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
ら
法
理
念
を
基
本

と
し
、
あ
る
い
は
、
共
通
基
盤
と
し
て
、
法
が
制
定
さ
れ
、
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
、
法
解
釈
方
法
論
に
つ
い
て
、
「
客
観
説
」
的

接
近
を
試
み
て
も
、
あ
る
い
は
、
「
主
観
説
」
的
接
近
を
試
み
て
も
、
到
達
す
る
結
論
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
同
様
な
も
の
に
な
る
可

能
性
も
大
い
に
あ
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
古
め
か
し
く
も
見
え
る
法
解
釈
方
法
論
の
伝
統
的
対
立
に
今
さ
ら
焦
点
を
合
わ
せ
て
も
、

今
日
的
意
味
は
あ
る
の
か
と
問
わ
れ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
具
体
的
な
局
面
に
お
け
る
法
解
釈
で
は
、
事
は
、
右
に
述
べ

た
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
牧
歌
的
で
も
な
い
。
事
態
は
複
雑
で
あ
る
し
、
更
に
、
種
々
の
法
原
則
と
法
原
則
に
裏
づ
け
ら

れ
た
諸
価
値
が
錯
綜
し
て
い
る
の
で
、
法
学
方
法
論
に
対
す
る
明
確
な
態
度
決
定
が
な
け
れ
ば
、
羅
針
盤
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る

機
器
を
有
し
な
い
航
海
に
な
り
か
ね
な
い
。

　
「
法
意
思
説
」
と
い
う
「
客
観
説
」
的
接
近
と
「
立
法
者
意
思
説
」
と
い
う
「
主
観
説
」
的
接
近
の
ど
ち
ら
を
採
用
す
る
か
と
問

わ
れ
れ
ば
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
後
者
の
「
立
法
者
意
思
説
」
と
い
う
「
主
観
説
」
の
立
場
が
妥
当
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
民
主
制
度

が
定
着
し
た
社
会
に
お
い
て
は
、
民
の
声
、
国
民
の
意
思
が
立
法
者
の
意
思
と
し
て
法
と
い
う
形
式
で
定
立
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
そ

れ
が
そ
の
社
会
に
お
い
て
効
力
を
有
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
国
民
主
権
と
い
う
理
念
も
そ
の
よ
う
に
解
し
て
初
め
て
実
現
さ
れ
る
。

法
の
目
的
も
、
民
の
声
、
国
民
の
意
思
に
基
づ
い
た
立
法
者
の
意
思
を
示
し
て
い
る
法
の
中
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
。
客
観
的
存
在
と

し
て
の
「
法
の
意
思
」
な
る
も
の
を
想
定
す
る
と
法
の
外
に
あ
る
価
値
判
断
な
り
新
思
想
を
法
の
目
的
の
判
断
に
際
し
て
原
理
上
導

入
可
能
と
な
る
の
で
、
一
見
す
る
と
柔
軟
で
機
能
的
の
よ
う
に
も
解
さ
れ
る
が
、
他
方
に
お
い
て
、
そ
の
場
の
都
合
に
よ
る
時
流
迎

合
と
な
る
恣
意
的
解
釈
を
許
容
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
従
っ
て
、
「
立
法
者
の
意
思
」
と
い
う
民
の
声
、
国
民
の
意
思
に
根
ざ
し
た

3
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主
観
的
で
か
つ
一
義
的
な
る
も
の
を
基
本
と
し
て
法
を
解
釈
し
、
探
究
す
る
こ
と
が
妥
当
と
解
さ
れ
る
。

　
津
田
利
治
名
誉
教
授
は
、
昭
和
四
五
年
に
、
「
所
謂
目
的
論
的
解
釈
の
其
の
目
的
と
な
る
も
の
を
、
法
の
外
に
求
め
な
い
で
、
法

の
中
に
求
め
た
な
ら
ば
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
云
う
こ
と
を
提
案
し
た
訳
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
此
の
法
の
中
の
目
的
を
把
握

す
る
に
は
、
我
国
で
略
、
定
説
と
な
っ
て
い
る
客
観
説
即
ち
法
の
客
観
的
意
味
を
探
索
す
る
立
場
で
は
方
法
論
的
に
不
可
能
で
あ
る

様
に
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
主
観
説
即
ち
立
法
者
意
思
説
の
立
場
で
之
を
検
討
し
て
見
る
必
要
が
大
い
に
在
る
と
云
う
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
」
と
論
述
さ
れ
る
（
津
田
利
治
・
内
池
慶
四
郎
編
者
・
神
戸
寅
次
郎
　
民
法
講
義
会
九
九
六
年
〉
所
収
・
津
田
利
治
「
我
国
私
法
学

に
於
け
る
所
謂
目
的
論
的
解
釈
へ
の
疑
問
」
三
九
五
頁
〈
初
出
　
津
田
利
治
「
会
社
法
以
前
」
所
収
・
一
九
七
〇
年
〉
）
。

　
本
稿
に
お
け
る
立
場
は
、
津
田
利
治
名
誉
教
授
の
右
の
論
述
に
啓
発
さ
れ
、
そ
の
考
え
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以

下
に
お
い
て
、
「
立
法
者
意
思
説
」
の
立
場
か
ら
、
商
法
の
分
野
に
お
い
て
、
具
体
的
に
立
法
者
お
よ
び
立
法
者
の
意
思
探
究
と
は

何
か
を
明
ら
か
に
し
、
更
に
、
商
法
に
お
け
る
立
法
者
の
意
思
探
究
の
間
題
点
に
つ
き
具
体
的
に
考
察
を
め
ぐ
ら
し
、
こ
の
分
野
に

お
い
て
、
若
干
な
が
ら
も
寄
与
し
よ
う
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
。

4

第
二
節
　
商
法
に
お
け
る
立
法
者
と
そ
の
意
思
の
探
究

　
現
行
商
法
典
は
、
明
治
二
六
年
勅
令
第
一
一
号
法
典
調
査
会
規
則
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
調
査
会
に
お
い
て
、
起
草
委
員
で
あ
る
梅

謙
次
郎
、
岡
野
敬
次
郎
お
よ
び
田
部
芳
の
三
法
学
博
士
の
作
成
し
た
原
案
を
審
議
・
整
理
し
て
で
き
た
草
案
に
基
づ
き
、
帝
国
議
会

で
の
審
議
を
経
て
、
明
治
三
二
年
三
月
九
日
法
律
第
四
八
号
商
法
と
し
て
公
布
さ
れ
、
同
年
六
月
一
六
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
も
の
が

　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

そ
の
初
め
で
あ
る
。
そ
の
後
、
数
多
く
の
改
正
を
経
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
商
法
改
正
は
、
我
が
国
に
お
け
る
経
済
の
発
展
に
対
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（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

応
し
つ
つ
、
現
在
に
お
い
て
も
鋭
意
・
活
発
に
、
将
来
を
展
望
し
つ
つ
な
さ
れ
て
い
る
。

　
右
の
よ
う
な
経
緯
で
成
立
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
商
法
典
の
立
法
者
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
国
家
組
織
の
中
で
、
商
法
典
と
い
う

名
称
を
付
せ
ら
れ
た
法
律
を
制
定
で
き
る
権
限
を
有
す
る
国
家
機
関
は
、
立
法
府
で
あ
り
、
現
在
で
あ
れ
ば
、
国
会
と
い
う
こ
と
と

（
5
）

な
る
。
従
っ
て
、
商
法
に
お
け
る
立
法
者
の
意
思
と
い
う
も
の
は
、
国
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た
意
思
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、
国
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た
意
思
は
、
現
行
商
法
典
で
い
え
ば
、
そ
の
一
条
か
ら
八
五
一
条
に
表
明
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
条

文
を
一
読
し
た
の
み
で
は
不
明
な
点
が
多
々
あ
る
の
で
、
法
解
釈
学
が
確
立
し
、
多
大
の
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、

国
会
で
議
決
さ
れ
た
も
の
が
立
法
者
の
意
思
と
し
て
定
立
さ
れ
る
と
の
み
言
明
し
て
み
て
も
、
立
法
者
の
意
思
が
条
文
に
表
現
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
み
で
あ
り
、
事
は
、
堂
々
巡
り
に
な
る
だ
け
で
、
何
ら
の
解
決
も
見
出
せ
な
い
。

　
立
法
府
、
つ
ま
り
、
国
会
に
て
議
決
さ
れ
た
意
思
が
立
法
者
の
意
思
に
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
正
確
か
つ
具
体
的
に
、
し
か
も
、

実
用
に
足
り
る
程
度
ま
で
認
識
し
よ
う
す
る
た
め
に
は
、
相
当
な
工
夫
が
必
要
と
な
る
。
法
律
案
が
国
会
で
議
決
さ
れ
、
法
律
と
し

て
公
布
さ
れ
る
に
至
る
ま
で
に
は
、
数
多
く
の
手
順
が
踏
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
手
順
を
丹
念
に
た
ど
り
、
何
が
意
欲
さ
れ
、
何
が

最
終
的
に
議
決
さ
れ
た
の
か
を
探
究
す
る
以
外
に
方
法
は
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
立
法
者
の
意
思
の
探
究
は
、
沿
革
解
釈
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

歴
史
的
解
釈
の
方
法
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
ど
の
よ
う
な
由
来
と
ど
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
っ
て
、
立
法
が
な

さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
か
を
充
分
に
解
明
し
な
い
限
り
、
納
得
の
ゆ
く
法
解
釈
は
不
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
更
に
、
法
は
、

各
分
野
に
お
け
る
関
係
者
の
錯
綜
し
た
利
害
を
踏
ま
え
て
、
制
定
さ
れ
る
。
大
局
的
に
は
、
法
は
、
完
成
さ
れ
た
政
治
で
あ
り
、
政

治
は
、
完
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
法
で
あ
る
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
各
種
の
政
治
的
利
害
す
ら
も
法
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
考
え
る
と
、
立
法
者
の
意
思
の
探
究
の
た
め
に
は
、
利
益
法
学
の
発
想
が
も
っ
と
も
妥
当
す
る
と
解
さ
れ
る
。
と
い
う
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

は
、
利
益
法
学
は
、
「
立
法
者
は
利
益
保
護
を
欲
す
る
。
立
法
者
は
互
に
角
逐
す
る
諸
の
生
活
利
益
を
相
互
に
境
界
画
定
し
た
い
。
」

5
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と
い
う
よ
う
に
立
法
者
の
立
場
を
理
解
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
発
想
と
そ
の
方
法
論
は
、
立
法
者
の
意
思
探
究
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の

と
な
る
。
津
田
利
治
名
誉
教
授
は
、
法
解
釈
方
法
論
に
お
け
る
「
立
法
者
意
思
説
」
を
真
摯
に
検
討
し
て
受
け
入
れ
、
利
益
法
学
の

重
要
性
を
認
識
す
べ
き
こ
と
を
次
の
よ
う
に
謙
虚
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
特
に
法
律
の
主
観
的
解
釈
説
、
即
ち
立
法

者
意
思
説
に
対
し
、
日
本
の
学
者
は
も
っ
と
真
剣
な
関
心
を
向
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
此
の
点
に
就
い
て
独
乙
利
益
法
学
か
ら
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

ぶ
べ
き
も
の
が
在
る
の
で
は
な
い
か
、
と
云
う
提
案
を
極
く
控
え
目
に
申
し
述
べ
た
積
り
で
あ
り
ま
す
」
と
の
主
張
で
あ
る
。
右
の

主
張
は
、
慶
鷹
義
塾
の
大
先
輩
で
あ
る
神
戸
寅
次
郎
博
士
が
、
そ
の
業
績
に
お
い
て
、
す
で
に
右
の
主
張
の
趣
旨
を
実
践
さ
れ
て
い

る
と
の
認
識
の
も
と
に
、
後
輩
が
、
神
戸
寅
次
郎
学
説
よ
り
学
び
取
る
べ
き
も
の
が
多
々
あ
る
旨
を
述
べ
る
脈
絡
の
も
と
に
な
さ
れ

　
　
（
9
）

て
い
る
。
ま
こ
と
に
も
っ
て
妥
当
な
主
張
で
あ
り
、
ま
た
、
妥
当
な
認
識
な
の
で
、
心
に
深
く
刻
み
つ
け
、
忘
却
し
な
い
よ
う
肝
に

銘
じ
た
い
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
。

　
（
1
）
志
田
鐸
太
郎
・
日
本
商
法
典
の
編
纂
と
其
改
正
八
六
頁
（
一
九
九
五
年
復
刻
版
）
。

　
（
2
）
　
明
治
三
二
年
（
一
八
九
九
年
）
六
月
一
六
日
に
現
行
商
法
典
が
施
行
さ
れ
、
平
成
二
年
（
一
九
九
九
年
）
で
一
〇
〇
年
を
迎
え
る

　
　
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
ニ
五
五
号
五
頁
以
下
（
一
九
九
九
年
）
で
「
商
法
一
〇
〇
年
　
そ
の
軌
跡
と
二
一
世
紀
へ

　
　
の
展
望
」
と
題
し
て
特
集
が
組
ま
れ
た
。
法
律
時
報
七
一
巻
七
号
四
頁
以
下
（
一
九
九
九
年
）
で
も
「
商
法
一
〇
〇
年
　
　
立
法
・
論

　
　
争
・
課
題
」
と
題
し
て
特
集
が
な
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
商
法
一
〇
〇
年
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
両
特
集
に
明
解
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
（
3
）
　
三
枝
一
雄
・
明
治
商
法
の
成
立
と
変
遷
一
頁
以
下
（
一
九
九
二
年
）
で
は
、
明
治
初
年
か
ら
昭
和
二
二
年
に
至
る
間
の
商
法
の
展
開

　
　
が
、
日
本
資
本
主
義
と
の
関
連
に
お
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　
（
4
）
　
商
事
法
務
一
五
三
四
号
一
〇
九
頁
（
一
九
九
九
年
）
に
よ
れ
ば
、
株
式
交
換
等
の
導
入
を
図
る
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が

　
　
成
立
し
、
平
成
二
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行
へ
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。

　
（
5
）
　
大
日
本
帝
国
憲
法
五
条
に
よ
れ
ば
、
「
天
皇
ハ
帝
国
議
会
ノ
協
賛
ヲ
以
テ
立
法
権
ヲ
行
フ
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
近
代
的
意
味

　
　
に
お
け
る
立
憲
君
主
国
の
形
態
を
念
頭
に
お
け
ば
、
実
質
的
に
は
、
帝
国
議
会
が
立
法
府
と
い
う
こ
と
と
な
る
。

6



（
6
）
　
津
田
利
治
「
我
国
私
法
学
に
於
け
る
所
謂
目
的
論
的
解
釈
へ
の
疑
問
」
前
掲
津
田
利
治
・
内
池
慶
四
郎
編
者
・
神
戸
寅
次
郎
　
民
法

　
講
義
三
七
六
頁
は
、
「
立
法
者
の
意
思
こ
そ
は
法
の
内
容
を
決
定
す
る
原
動
力
で
あ
っ
て
、
当
該
法
規
に
付
き
立
法
者
の
懐
く
主
観
的
な

規
範
意
味
8
『
旨
呂
＜
R
盟
目
を
歴
史
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
法
解
釈
の
目
標
で
あ
る
」
と
論
述
す
る
。

（
7
）
　
津
田
利
治
訳
・
ヘ
ッ
ク
利
益
法
学
四
〇
六
頁
（
一
九
八
五
年
）
。

（
8
）
　
津
田
利
治
「
法
は
何
処
に
？
ー
伊
東
乾
君
の
法
学
「
方
法
論
の
方
法
」
を
聴
く
　
　
」
法
学
研
究
五
八
巻
二
号
九
七
頁
（
一
九

　
八
五
年
）
。

（
9
）
　
津
田
利
治
・
前
注
（
8
）
法
学
研
究
五
八
巻
一
一
号
九
七
頁
。

第
三
節
　
商
法
に
お
け
る
立
法
者
意
思
探
究
の
問
題
点

商法における立法者の意思

　
商
法
上
の
具
体
的
法
律
問
題
や
条
文
に
関
連
し
て
、
商
法
に
お
け
る
立
法
者
意
思
を
探
究
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
何
が
立
法
者
に

よ
り
意
欲
さ
れ
た
か
を
知
る
た
め
に
、
沿
革
解
釈
や
歴
史
的
解
釈
の
方
法
を
利
用
し
、
更
に
は
、
利
益
法
学
の
発
想
と
方
法
に
基
づ

き
、
諸
利
害
に
分
析
を
加
え
て
、
大
い
に
努
力
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
の
法
律
案
な
り
条
文
案
な
り
の
立

案
に
際
し
て
、
大
き
な
役
割
を
は
た
し
、
そ
の
上
、
法
典
調
査
会
や
法
制
審
議
会
と
称
さ
れ
る
専
門
委
員
会
な
ど
で
実
際
に
具
体
的

問
題
に
つ
き
説
明
や
答
弁
を
し
て
い
る
大
法
学
者
が
い
る
事
例
で
は
、
そ
の
説
明
、
答
弁
内
容
や
そ
の
後
の
著
作
が
、
立
法
者
意
思

の
探
究
に
大
い
に
役
立
つ
こ
と
と
な
る
。

　
立
法
者
と
は
立
法
権
限
を
有
す
る
国
家
機
関
で
あ
る
立
法
府
な
の
だ
か
ら
、
右
の
よ
う
な
大
法
学
者
は
、
「
立
法
立
案
者
」
あ
る

い
は
「
起
草
者
」
で
は
あ
る
が
「
立
法
者
」
で
は
な
い
。
と
は
い
っ
て
も
、
そ
の
「
立
法
立
案
者
」
の
説
明
や
答
弁
に
基
づ
き
、
あ

る
い
は
、
そ
れ
ら
を
斜
酌
し
て
、
関
係
機
関
で
議
決
が
な
さ
れ
、
法
律
が
制
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
沿
革
的
、
歴
史
的
、

7
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利
益
方
学
的
解
釈
方
法
の
も
と
に
立
法
者
意
思
を
探
究
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
れ
ら
説
明
、
答
弁
や
そ
の
後
の
著
作
が
大
い
に
参

考
と
な
る
。
明
治
三
二
年
法
律
四
八
号
で
あ
る
現
行
商
法
典
の
場
合
、
起
草
委
員
で
あ
る
三
法
学
博
士
の
う
ち
で
、
説
明
や
答
弁
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

関
し
て
、
岡
野
敬
次
郎
博
士
が
大
活
躍
を
さ
れ
て
い
る
。
岡
野
敬
次
郎
博
士
は
、
わ
が
国
初
の
商
法
専
門
学
者
で
あ
り
、
帝
国
大
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

に
お
け
る
初
め
て
の
商
法
専
任
教
授
で
あ
っ
た
。

　
個
別
的
な
商
法
上
の
論
点
と
し
て
、
現
在
に
お
い
て
も
論
争
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
議
決
権
行
使
の
代
理
人
資
格
を
当
該
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
V

社
の
株
主
に
限
定
す
る
定
款
規
定
が
有
効
か
否
か
の
問
題
点
が
あ
る
。
岡
野
敬
次
郎
博
士
は
、
議
決
権
行
使
の
代
理
人
資
格
制
限
に

関
し
て
、
明
治
二
九
年
一
〇
月
六
日
の
法
典
調
査
会
第
三
二
回
商
法
委
員
会
に
お
い
て
、
明
治
壬
二
年
商
法
に
は
明
定
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
も
の
が
、
第
二
二
二
条
二
項
「
株
主
ハ
代
理
人
ヲ
以
テ
其
議
決
権
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
但
其
代
理
人
ハ
委
任
状
ヲ
会
社
二
差
出

ス
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
し
て
審
議
対
象
に
な
っ
た
際
に
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
此
代
理
人
ハ
如
何
ナ
ル
人
ニ
テ

モ
差
支
ナ
キ
ヤ
ハ
問
題
ナ
レ
共
本
按
ハ
普
通
人
ニ
テ
可
ナ
リ
ト
ノ
精
神
ナ
リ
若
シ
其
レ
代
理
人
ハ
必
ズ
株
主
二
限
ル
ト
セ
ン
カ
或
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

株
主
中
二
知
人
ナ
キ
株
主
ノ
如
キ
ハ
遂
二
代
理
人
ヲ
出
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
結
果
ヲ
生
ジ
穏
当
ナ
ラ
ザ
レ
バ
ナ
リ
」
と
の
説
明
で
あ
る
。

岡
野
敬
次
郎
博
士
は
、
こ
の
説
明
か
ら
判
断
す
る
と
、
議
決
権
行
使
の
代
理
人
資
格
を
当
該
会
社
の
株
主
に
限
定
す
る
定
款
規
定
を

無
効
と
解
さ
れ
て
い
る
。
岡
野
敬
次
郎
博
士
は
、
後
々
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
体
系
書
に
お
い
て
、
「
代
理
ヲ
禁
シ
代
理
人
ノ
資
格
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

定
ム
ル
カ
如
き
亦
不
可
ナ
リ
」
と
さ
れ
、
更
に
、
「
代
理
人
ノ
℃
R
ω
9
二
関
ス
ル
制
限
例
セ
ハ
株
主
二
非
サ
レ
ハ
代
理
人
タ
ル
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ト
ヲ
得
ス
ト
定
ム
ル
カ
如
キ
ハ
無
効
ナ
リ
」
と
明
言
し
て
、
首
尾
一
貫
、
代
理
人
資
格
を
株
主
に
限
定
す
る
定
款
規
定
を
無
効
と
解

す
る
無
効
説
を
採
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
立
法
者
の
意
思
は
、
無
効
説
で
決
ま
り
か
と
い
え
ば
、

そ
う
と
も
ゆ
か
な
い
。

　
民
法
六
五
条
三
項
は
、
公
益
社
団
法
人
の
表
決
権
に
関
し
て
、
「
前
二
項
ノ
規
定
ハ
定
款
二
別
段
ノ
定
ア
ル
場
合
ニ
ハ
之
ヲ
適
用

8
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セ
ス
」
と
規
定
し
、
定
款
規
定
に
よ
る
表
決
権
行
使
の
代
理
人
資
格
制
限
を
認
め
て
い
る
。
法
典
調
査
会
商
法
修
正
案
の
起
草
委
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
も
と
で
補
助
委
員
を
務
め
ら
れ
た
志
田
鐸
太
郎
博
士
は
、
「
代
理
人
ヲ
シ
テ
議
決
権
ヲ
行
ハ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ヤ
否
ヤ
蓋
シ
議

決
権
ヲ
行
フ
コ
ト
ハ
私
法
上
ノ
効
果
ヲ
生
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
目
的
ト
ス
ル
意
思
表
示
ナ
リ
故
二
法
律
行
為
二
関
ス
ル
一
般
ノ
規
定
二

依
リ
代
理
ヲ
許
ス
ヘ
キ
コ
ト
勿
論
ナ
リ
新
商
法
二
於
テ
株
主
力
代
理
人
ヲ
以
テ
其
議
決
権
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ル
旨
ヲ
認
メ
タ
ル
ハ
唯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

疑
惑
ナ
カ
ラ
シ
メ
ン
ト
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
外
ナ
ラ
ス
」
と
説
明
し
、
議
決
権
行
使
の
代
理
人
資
格
制
限
に
関
し
て
は
明
言
さ
れ
て
い
な

い
。
志
田
鐸
太
郎
博
士
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
議
決
権
を
代
理
人
に
よ
っ
て
行
使
で
き
る
こ
と
は
民
法
の
基
盤
で
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
う
と
す
れ
ば
、
株
式
会
社
も
社
団
法
人
に
分
類
さ
れ
る
の
で
、
民
法
上
の
公
益
社
団
法
人
と
同
じ
基
盤
で
物
事
を
考
え
る
余
地
も

大
い
に
あ
る
。
従
っ
て
、
定
款
規
定
に
よ
っ
て
代
理
人
資
格
を
当
該
会
社
の
株
主
に
限
定
す
る
こ
と
も
、
民
法
六
五
条
三
項
の
基
盤

の
下
で
許
容
さ
れ
得
る
と
も
解
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
立
法
者
の
意
思
は
、
有
効
説
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
株
式
会
社
と
い
う
資
本
団
体
に
お
け
る
利
益
状
況
を
考
察
し
て
み
る
と
、
資
本
さ
え
提
供
す
れ
ば
誰
で
も
市
場
で
株
式
を
取
得
し

て
株
主
に
な
れ
る
と
の
建
前
が
あ
る
の
で
、
議
決
権
行
使
の
代
理
人
資
格
を
定
款
規
定
で
当
該
会
社
の
株
主
に
限
定
し
て
み
た
と
こ

ろ
で
弊
害
ば
か
り
が
目
立
つ
。
そ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
右
の
よ
う
な
定
款
規
定
は
無
効
と
解
す
る
説
に
利
益
状
況
か
ら
し
て
妥
当

性
が
あ
る
よ
う
に
も
解
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
株
式
会
社
は
、
確
か
に
資
本
団
体
で
は
あ
る
が
、
商
法
上
は
、
株
式
の
流
通
が

ほ
と
ん
ど
生
じ
な
い
小
規
模
閉
鎖
会
社
も
適
法
に
設
立
さ
れ
、
存
続
し
得
る
の
だ
か
ら
、
株
式
会
社
と
い
う
社
団
を
構
成
す
る
社
員

で
あ
る
株
主
間
に
緊
密
な
結
び
つ
き
や
信
頼
関
係
を
あ
る
程
度
認
め
て
も
よ
い
と
の
利
益
状
況
分
析
も
成
立
し
得
る
。
そ
う
す
る
と
、

議
決
権
行
使
の
代
理
人
資
格
を
株
主
に
限
定
す
る
程
度
の
制
限
は
許
容
の
範
囲
と
な
り
、
そ
の
よ
う
な
趣
旨
を
定
め
る
定
款
規
定
は

有
効
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
利
益
法
学
的
な
利
害
の
把
握
を
し
て
も
、
無
効
説
と
有
効
説
の

ど
ち
ら
も
理
由
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
更
に
、
日
本
商
法
の
母
法
で
あ
る
ド
イ
ツ
商
法
上
の
議
論
に
お
い
て
、
学
説
の
状
況
は
我

9
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（
9
）

が
国
に
お
け
る
の
と
同
じ
よ
う
な
様
相
を
示
し
て
お
り
、
有
効
説
と
無
効
説
の
対
立
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
比
較
法
的
方

法
で
も
決
着
が
つ
か
な
い
こ
と
と
な
る
。
た
だ
こ
こ
で
あ
え
て
私
見
を
開
陳
す
れ
ば
、
株
式
会
社
に
お
け
る
議
決
権
行
使
も
大
局
的
、

体
系
的
に
見
れ
ば
、
民
法
六
五
条
三
項
の
場
合
の
表
決
権
と
同
じ
基
盤
で
規
律
す
る
の
が
立
法
者
の
意
思
で
あ
り
、
従
っ
て
、
有
効

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

説
が
妥
当
す
る
と
考
え
る
。

　
具
体
的
な
法
律
解
釈
問
題
に
つ
い
て
、
立
法
者
の
意
思
を
探
究
す
る
と
い
っ
て
も
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
一
筋
縄
で
は
ゆ
か
な
い
。

条
文
へ
の
沿
革
解
釈
や
歴
史
的
解
釈
の
方
法
に
よ
る
接
近
、
利
益
法
学
の
発
想
に
よ
る
分
析
、
比
較
法
的
方
法
な
ど
と
す
べ
て
を
動

員
し
て
も
、
何
が
立
法
者
の
意
思
で
あ
る
か
を
簡
単
に
明
確
に
し
得
な
い
場
合
も
多
々
あ
り
得
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
立
法
者
意

思
探
究
者
と
し
て
は
、
そ
の
方
法
論
の
妥
当
性
を
心
の
底
か
ら
信
じ
て
、
そ
の
解
釈
術
を
何
と
か
向
上
さ
せ
、
一
つ
の
仮
説
と
し
て

の
解
釈
論
を
展
開
し
、
斯
界
の
批
判
を
待
つ
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
法
の
解
釈
者
の
選
択
し
た
座
標
軸
が
ゆ
ら
ぐ
と
、
理
論
的
に
は

無
限
の
可
能
性
の
あ
る
法
の
外
に
法
の
目
的
を
無
意
識
の
う
ち
に
求
め
た
り
、
あ
る
い
は
、
一
つ
の
法
解
釈
へ
の
絞
り
込
み
と
い
う

つ
ら
い
作
業
を
中
断
し
、
一
定
の
幅
の
中
に
お
け
る
理
論
上
の
無
限
の
可
能
性
に
逃
避
し
て
、
「
立
法
者
の
意
思
」
で
は
な
く
、
結

果
的
に
は
「
法
の
意
思
」
を
恣
意
的
に
探
究
し
て
い
る
の
と
同
様
の
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
こ
こ
に
、
立
法
者
意
思
探
究
の
最
大

の
問
題
点
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
（
1
）
　
高
田
晴
仁
“
西
原
慎
治
「
岡
野
敬
次
郎
博
士
（
一
八
六
五
ー
一
九
二
五
）
業
績
目
録
」
タ
ー
ト
ン
ヌ
マ
ン
莇
8
毒
①
ヨ
Φ
具
三
号
三

　
　
四
九
頁
（
一
九
九
九
年
）
。
な
お
、
高
田
晴
仁
”
西
原
慎
治
「
岡
野
敬
次
郎
博
士
・
田
部
芳
博
士
の
略
年
譜
お
よ
び
主
要
著
作
」
法
律
時

　
　
報
七
一
巻
七
号
一
六
頁
以
下
（
］
九
九
九
年
）
で
も
商
法
起
草
委
員
の
業
績
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
2
）
　
吉
野
俊
彦
「
商
法
の
起
草
者
－
岡
野
敬
次
郎
ー
ド
イ
ツ
留
学
時
代
の
勉
強
振
り
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
ニ
五
五
号
四
三
頁
（
一
九
九
九

　
　
年
）
。

　
（
3
）
　
学
説
・
判
例
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
定
款
に
よ
る
議
決
代
理
行
使
の
制
限
の
効
力
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
商
法
の
争
点
－
一
一
四
頁
、
一
一

10



　
五
頁
（
一
九
九
三
年
）
参
照
。

（
4
）
　
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
・
法
典
調
査
会
商
法
委
員
会
議
事
要
録
・
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
一
九
巻
一
七
七
頁

九
八
五
年
）
。

（
5
）
　
岡
野
敬
次
郎
・
会
社
法
講
義
案
四
版
一
五
七
頁
（
一
九
二
二
年
）
。

（
6
）
　
岡
野
敬
次
郎
・
会
社
法
三
八
四
頁
・
三
八
五
頁
（
一
九
二
九
年
）
。

（
7
）
　
坂
口
光
男
「
志
田
鐸
太
郎
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
ニ
五
五
号
四
八
頁
（
一
九
九
九
年
）
。
な
お
、
今
井
潔
H
浅
木
慎
一
「
第
三
章

論
争
と
国
産
会
社
法
の
成
立
ー
明
治
三
二
年
商
法
制
定
」
北
澤
正
啓
先
生
古
稀
記
念
「
日
本
会
社
法
の
歴
史
的
展
開
」
一
二
二
頁

九
九
九
年
）
は
、
商
法
修
正
案
参
考
書
・
理
由
書
の
「
会
社
法
の
部
分
を
執
筆
し
た
の
は
、
志
田
鐸
太
郎
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
。

（
8
）
　
志
田
鐸
太
郎
・
日
本
商
法
論
第
二
編
会
社
上
巻
三
版
五
八
二
頁
（
一
九
〇
一
年
）
。

（
9
）
　
拙
稿
・
議
決
権
代
理
行
使
の
研
究
（
慶
鷹
大
学
法
学
研
究
会
叢
書
四
一
）
八
七
頁
以
下
（
一
九
八
二
年
）
。

（
1
0
）
　
拙
稿
・
前
注
（
9
）
議
決
権
代
理
行
使
の
研
究
九
六
頁
。

（
一

法
典

（
一

第
四
節
　
ま
と
め

商法における立法者の意思

　
法
解
釈
方
法
論
と
し
て
は
、
「
法
意
思
説
」
と
「
立
法
者
意
思
説
」
の
対
立
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
立
法
者
意
思
説
」
を
採
用
す
る

こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
国
民
主
権
の
民
主
制
度
の
も
と
で
、
法
の
目
的
を
法
の
中
に
も
と
め
、
時
流
迎
合
と
な
り
か
ね

な
い
恣
意
的
解
釈
を
原
理
的
に
排
除
し
よ
う
と
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
立
法
者
意
思
説
」
の
い
う
「
立
法
者
」
と
は
、
商
法
典
に
つ
い
て
い
え
ば
、
国
家
組
織
の
中
で
、
商
法
典
と
い
う
名
称
を
付
さ

れ
た
法
律
を
制
定
で
き
る
権
限
を
有
す
る
立
法
府
で
あ
り
、
現
在
で
あ
れ
ば
、
国
会
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
こ
の
立
法
者
意
思
の
探

究
に
は
、
法
律
と
し
て
公
布
さ
れ
る
ま
で
に
踏
ま
れ
た
数
多
く
の
手
順
を
た
ど
り
、
立
法
府
に
お
い
て
何
が
意
欲
さ
れ
、
何
が
最
終

ll
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的
に
議
決
さ
れ
た
か
を
解
明
す
る
こ
と
を
要
す
る
の
で
、
沿
革
解
釈
や
歴
史
的
解
釈
の
方
法
を
採
用
す
る
必
要
が
あ
る
。
更
に
、
立

法
に
お
け
る
利
益
状
況
の
分
析
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
、
利
益
法
学
の
発
想
と
方
法
に
よ
り
、
立
法
者
意
思
の
探
究
が
な
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。

　
沿
革
的
、
歴
史
的
、
利
益
法
学
的
解
釈
方
法
の
も
と
に
立
法
者
意
思
を
探
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、
「
立
法
立
案
者
」
と
か
「
起
草

者
」
と
さ
れ
る
大
法
学
者
の
説
明
、
答
弁
、
そ
の
後
の
著
作
が
大
い
に
参
考
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
資
料
を
基
に
し
て
、
立

法
者
意
思
探
究
に
ふ
さ
わ
し
い
各
種
の
法
解
釈
方
法
を
駆
使
し
て
努
力
し
て
み
て
も
、
立
法
者
意
思
探
究
は
、
一
筋
縄
で
は
ゆ
か
な

い
。
具
体
的
な
例
と
し
て
、
議
決
権
行
使
の
代
理
人
資
格
を
当
該
会
社
の
株
主
に
限
定
す
る
定
款
規
定
の
効
力
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ

る
。
商
法
起
草
委
員
の
三
法
学
博
士
の
一
人
で
あ
る
岡
野
敬
次
郎
博
士
は
、
立
法
準
備
段
階
か
ら
首
尾
一
貫
し
て
無
効
説
を
採
用
さ

れ
て
い
る
が
、
種
々
考
察
を
め
ぐ
ら
せ
て
み
る
と
、
立
法
者
の
意
思
は
有
効
説
で
あ
る
と
も
結
論
づ
け
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
私
見
に

よ
れ
ば
、
大
局
的
、
体
系
的
に
見
れ
ば
、
民
法
と
同
じ
基
盤
で
考
察
を
す
る
有
効
説
が
立
法
者
の
意
思
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る

が
、
こ
れ
も
苦
慮
の
上
に
決
断
し
た
仮
説
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
立
法
者
意
思
探
究
は
安
易
で
も
な
い
し
容
易
で
も

な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
立
法
者
意
思
説
に
基
づ
く
解
釈
者
の
選
択
し
た
座
標
軸
が
ゆ
ら
ぐ
と
、
そ
れ
こ
そ
安
易
な
妥
協
と
逃
避

に
陥
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
「
法
の
意
思
」
と
い
う
思
考
の
中
で
成
立
し
た
存
在
と
し
て
の
客
観
な
る
も
の
の
強
大
な
引
力
に

引
き
込
ま
れ
、
誘
惑
さ
れ
か
ね
な
い
解
釈
者
の
弱
点
を
克
服
す
る
こ
と
は
、
前
途
多
難
で
あ
り
、
永
遠
の
努
力
継
続
の
み
に
よ
っ
て

可
能
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
成
二
年
八
月
三
一
日
稿
）

　
〔
付
記
〕
　
本
稿
研
究
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
年
度
「
慶
鷹
義
塾
学
事
振
興
資
金
」
の
援
助
を
受
け
た
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。
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